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Ⅰ　計画の変更
１ 農林業経営
体調査
（１）調査票のレ
イアウト変更等

○ 前回調査で取り入れた農業項目の読み
替え方式（農業項目の一部を林業項目に
読み替えて記入する方式）を取りやめ、
農業項目・林業項目の記入箇所を、それ
ぞれ明確化するほか、調査票全体を再構
成

● 適当と整理
（記入しやすい調査票とすることで、報告負担及び事務負担の双
方を軽減し、円滑な統計調査の実施を確保しようとするもの）

【委員等からの主な意見】
◆前回調査票について、分かりにくいという意見も多く、それが解
消されるのは望ましい
◆今回の変更案について研究者や農業関係者と話した際も肯定
的な意見が多かった

○ 労働力に関する調査事項について、前回
調査で拡充した個人ごとの把握範囲を縮
小するほか、以下に掲げる変更など調査
事項を整理・簡素化

《個人経営体》
・世帯員の男女別合計人数を年齢階級
別に詳細化
・農業に従事しなかった世帯員の情報把
握のとりやめ
・世帯主との続柄の削除

《個人経営体・団体経営体》
・経営内部の労働力の一部として把握さ
れていた「経営主」に関する事項につい
て、事業継続年数や後継者に関する事
項とともに、「経営主」という区分で集約

● ● ● （第４回部会で引き続き検討）

【委員等からの主な意見】
《第２回》
◆個人経営体の世帯員の状況について分析する観点から、世帯
主との続柄、農業に従事しなかった世帯員の状況を把握する項
目は残すべき（第３回でも同趣旨の意見あり）
◆経営主の過去１年間の従事状況を把握する項目は、個人経営
体と団体経営体に分けて設定する方が、誤記入が防止できるの
ではないか

《第３回》
◆「農作業」に経営管理などの管理労働を含めることには違和感
がある。「農業生産関連事業」と異なる概念である旨を明確に示
せば、「農作業」という新たな概念設定は不要であり、「農業」に戻
すべきではないか。
◆観光農園における防除や剪定作業を「農作業」として扱うとされ
ているが、これらの作業は、観光農園の活動の一環であり、それ
を「農作業」という別概念に区分するのは不適切ではないか。

○ 労働力に関する調査事項以外の事項に
ついて、政策目標、制度改正、利活用
ニーズを踏まえ、追加・削除等

● ● ● （第４回部会で引き続き検討）

【委員等からの主な意見】
《第２回》
◆集落営農への参加状況について、結果の分析は十分に行わ
れたのか

《第３回》
◆農業経営へのデータ活用状況について、設問の説明文、選択
肢、注釈ともに長文であるなど、分かりにくく、報告負担なく正確
な回答が得られるのか懸念がある

○ 調査票の提出方法に郵送を追加 ● 適当と整理
（円滑な調査票の提出と統計調査員の負担軽減に資するもので
あり、かつ、市区町村に対する審査集計システムの提供により、
市区町村の審査事務の負担増を抑制する対応が予定されてい
るもの）

○ オンライン回答の方法を、e-surveyから
eMAFFに変更

● 適当と整理
（農林水産関連の行政手続に係る包括的な申請・届出システム
を用いることによる相乗効果で本調査のオンライン化を図ろうと
するもの）

産業統計部会の審議状況について（報告）
（農林業センサスの変更）

項　目 変更内容等

部会審議

審議の状況

（２）調査事項の
変更

（３）調査方法の
変更

資料３

（注）申請に至るまでの経緯を踏まえ、第１回部会では、農業集落調査について先行して審議
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項　目 変更内容等

部会審議

審議の状況

○ 調査事項の変更や、利活用ニーズを踏ま
えた見直し等

● 適当と整理
（調査事項の変更に伴って集計事項を見直すほか、利活用の低
い集計を整理等するもの）

○ 「主業経営体」「準主業経営体」「副業的
経営体」の集計区分を、以下の２区分に
変更
・農業所得主経営体
・農外所得主経営体

● 適当と整理
（統計委員会の指摘を踏まえた変更であり、年齢の内訳区分を
設けることで、時系列比較も可能としているもの）

２ 農業集落調
査

現行の計画が維持できない中にあって、現状において、実施可
能な範囲での現実的な変更計画が示されているものと考えられ
ることから、変更計画は全体として、一定の合理性があると評価
ただし、次回調査に向けて、今回調査の実施状況を記録し、そ
れに基づき、より的確で効率的な方法を検討することが必要

以下の状況等から、一定の合理性があると整理
❶農林業経営体調査の結果から得られる最新の情報を基礎に
しようとするものであり、かつ、その整備に大きな支障が生じない
と見込まれること
❷農業に従事しているか否かを問わずに報告者を選定していた
方法を改め、基本的に、何らかの形で農業に関与している者の
中から選定することで、より適切な報告者の選定が見込まれるこ
と
❸候補者を選定する際の優先順位を明確にすることで、円滑か
つ統一的な選定が可能になると考えられること

【委員等からの主な意見】
《第１回》
◆今回調査の際に、回答者の属性（自治会長や認定農業者な
ど）を記録しておき、次回調査に向けて、優先順位の運用が適切
か否かについて検討することが必要（第２回でも同趣旨の意見あ
り）
◆回答の継続性の観点から、「前回調査で回答した者」という属
性も候補になり得るのではないか
◆いずれの候補者からも回答が得られなかった場合の対応方針
について、あらかじめ決めておく必要があるのではないか
◆保有する耕地が全て集落外にある者が報告者になったような
場合、当該集落について的確な回答が得られるのか

《第２回》
◆回答が得られなかった場合に行った対応を記録しておき、次
回調査に向けて、手順が適切か否かについて検討することが必
要

（１）報告者の候
補者名簿の作成
方法及び報告者
の選定方法の変
更

○ 【報告者の候補者名簿の作成方法】
市区町村から情報提供を受けて作成す
る方式から、農林業経営体調査の客体候
補一覧を令和７年調査の実績により更新
し、加えて行政記録情報等を活用して整
備する方式に変更（農業集落調査を事実
上、農林業経営体調査の後続調査として
位置づける。）

【報告者の選定方法】
上記により、候補者名簿を整備した上で、
報告者を選定する際の優先順位を明確
化

〔優先順位の概要〕
❶自治会長・行政区長等
❷農業経営基盤強化促進法に基づく地
域計画において、地域内の農業を担う者
❸認定農業者、認定新規就農者
❹その他の農林業経営体
❺自給的農家、土地持ち非農家等

● ●

（４）集計事項の
変更

（計画の変更に対する全体的な評価）
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項　目 変更内容等

部会審議

審議の状況

（２）候補者名
簿の作成方法の
変更に伴う見直
し等

○ 【対象地域】
候補者名簿に登載された者がいない農
業集落（農業に関与する者がいない集
落）を対象から除外

※集落全域が「市街化区域」とされている集落

は、従前から除外

● ● 以下の状況から、一定の合理性があると整理
❶今回の変更により、農林業経営体調査の結果等を基礎情報と
して候補者名簿を整備することから、農業に関与する者がいない
集落が対象から外れることはやむを得ないものの、前回調査で
対象となった集落の98％に対して調査が継続されること
❷今回対象から外れる集落についても、再び農業に関与する者
が所在するようになれば、次回調査の際には、調査対象に復帰
する可逆的な取扱いであること

【委員等からの主な意見】
《第１回》
◆調査対象とならなかった農業集落について、全域が市街化区
域なのか、農業に関与する者がいない地域なのかを記録として整
理しておくことが必要（第２回でも同趣旨の意見あり）

《第２回》
◆農業集落調査の対象外となった集落についても、「地域の農業
を見て・知って・活かすDB」（農水省ＨＰで提供）において、同調
査以外から得られる情報を引き続き掲載するとのことなので、利
用しやすいように情報提供してもらいたい。

○ 【調査系統・調査方法】
民間委託・地方農政局等経由の併用か
ら、全面的な民間委託に変更
（原則的に郵送・オンライン調査。必要に
応じて、民間事業者の調査員が対応）

● ● 以下の状況から、一定の合理性があると整理
❶現行の調査方法の維持が困難である中、調査を継続するため
の対応であること
❷前回調査においても、既に80％以上が郵送・オンラインにより
回答が得られており、今回の計画では、必要に応じて、調査員の
対応も予定されていること

【委員等からの主な意見】
《第１回》
◆前回調査の際に、郵送・オンラインで回答が得られなかった報
告者の属性や地域性に特徴があるのであれば、それらを委託先
に情報提供することで、調査員の配置など効率的・効果的な調査
実施に資するのではないか

《第２回》
◆調査の実施状況（手法別の回答状況など）について記録し、次
回検討の参考にすることが必要
◆公表時に、調査方法の変更点や、調査結果の利活用上の留
意点を分かりやすく説明することが必要

○ 【調査時期・公表方法】
調査開始時期を約10か月繰下げ
概要・詳細の二段階公表を一本化（公表
のタイミングは、従前の詳細公表の時期
と同時期を想定）

● ● 調査実施時期の変更については、適当と整理
（農林業経営体調査実施後に必要な時間をかけて候補者名簿を
整備した上で実施するものであること）

段階公表の一本化についても、適当と整理
（調査の実施時期が繰り下げられるものの、従前の詳細データ
の公表時期と同じタイミングでの公表が維持される見込みである
こと）

【委員等からの主な意見】
《第１回》
◆調査の実施過程で報告者の選定替えが発生したとしても、調
査期間中に終えることができるよう、スケジュール管理をしっかりし
ていただきたい
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部会審議
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３ その他の変
更
（１）市町村調査

○ 地方農政局等経由を本省直轄に変更（郵
送・オンライン調査は変更なし）

● 適当と整理
（地方農政局等の事務負担の軽減を目的とした農林水産省内の
業務分担の検討の結果）

（２）各調査票共
通

○ 集計結果の公表に当たり、印刷物の作成
を取りやめ

● おおむね適当と整理
（利活用上の大きな支障が生ずるものではなく、業務負担の軽減
により限られたリソースの有効活用を図ろうとするもの。ただし、
紙媒体での報告書がなくなったことで調査自体が廃止されたと誤
解されないために、利用ガイドのようなものを紙媒体で作成する
ことを検討することが必要）

【委員等からの主な意見】
◆インターネット上での統計表の探しにくさを解消するために工
夫してもらいたい

○ 農林業経営体調査の客体候補名簿の情
報の有効活用、調査計画上の位置づけ
の検討

● 適当と整理
（客体候補名簿で把握した情報を用いた参考集計の実施及びそ
の内容について、調査計画に追記することで、その継続的な実
施を明確にすることとしている）

○ 農林業経営体調査の調査票について、
個人経営体・団体経営体別に様式を分け
ることの検討

● 適当と整理
（統計調査員の負担増及び誤配布、並びに個人・団体の両方の
立場で有する報告者の混乱を防止するため、引き続き統一の様
式で行う）

○ 経済センサス‐活動調査との役割分担の
整理

● 適当と整理
（調査内容が大きく異なっており、調査の対象となる期間や調査
の実施時期も異なっており、役割分担はなされている）

Ⅲ 今後の手続
についての整理
（農林業経営体
調査）

○ 都道府県設定項目（都道府県ごとの要望
に応じて設定される調査事項）を、調査計

画上で明確にするための手続追加
（※）

※令和６年度前半に、調査計画に都道府県設定
項目の内容を明確化する変更申請を追加で受
けることを想定

● 手続の追加について適当と整理
（調査事項の明確化を図るもの）

【委員等からの主な意見】
◆都道府県項目については、今後、調査全体の負担感を考慮し
ながら取り扱う必要があるのではないか

（注１）部会日程

　　・第１回（第113回産業統計部会）：６月５日（月）に開催

　　・第２回（第114回産業統計部会）：６月26日（月）に開催

　　・第３回（第115回産業統計部会）：７月６日（木）に開催

　　・第４回（第116回産業統計部会）：８月４日（金）に開催予定

（注２）本資料における調査票の表記

　　・農林業経営体調査票　→　農林業経営体調査

　　・農山村地域調査票（市区町村用）→　市町村調査

　　・農山村地域調査票（農業集落用）→　農業集落調査

Ⅱ 前回答申
（※）

における「今後
の課題」への対
応状況

※平成30年８月28
日
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